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は じ め に

厚木市では、平成 21 年４月にスタートした第９次厚木市総合計画「あ

つぎ元気プラン」において、将来都市像「元気あふれる創造性豊かな協働・

交流都市あつぎ」を掲げ、参加と協働によるまちづくりを推進しています。

総合計画を着実に推進する取組のひとつとして、市民の皆様と一緒に安

心安全な地域社会を実現するため、平成 22 年 11 月にＷＨＯ（世界保健

機関）によるセーフコミュニティの国際認証を国内３番目の自治体として

取得することができました。さらに同年 12 月には、市民自治の推進を目

的とした厚木市自治基本条例を制定いたしました。こうした活動を通して、

市民の皆様の視点を大切にした厚木市らしいまちづくりを進めているとこ

ろです。

今回、市民の皆様に御協力いただきました市民意識調査は、アンケート

を通じた市政への市民参加であり、自治基本条例の理念を実現するための

第一歩であり、明日のまちづくりにつながる貴重な資料となるものです。

本報告書にまとめました調査結果は、平成 24 年からスタートする総合

計画第２期実施計画を始め日々の事務事業の中に取り入れ、市民の皆様の

お考えや御要望を反映した市政運営のために活用してまいります。

今回の調査に当たりまして、御協力いただきました多くの皆様に心から

お礼を申し上げますとともに、今後も市政に対して、積極的に御協力をい

ただきますよう心からお願い申し上げます。

平成 24 年１月

厚木市長 小林 常良
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Ⅰ．調査の概要





１ 調査の目的

市民のまちづくりに対する考えや市民生活に関係の深い事項について､市民意識調査を

実施し、あつぎ元気プラン第２期実施計画策定及び今後の市政運営等の資料とする。

２ 調査項目

（１） 暮らしの状況

（２） 市の現状と将来

（３） 産業・商業

（４） 福祉・人権

（５） 男女共同参画社会の推進

（６） スポーツ

（７） 国際交流

（８） 環境

（９） 交通・安全・防災

（10）教育・生涯学習・文化

（11）市民生活

（12）保健・健康

（13）広報・広聴

（14）まちづくり

（15）行政

３ 調査設計

（１）調 査 地 域 厚木市全域

（２）調 査 対 象 厚木市在住の 18 歳以上の男女

（３）調査対象者数 調査票Ａ：1,500 人

調査票Ｂ：1,500 人

（４）抽 出 方 法 無作為抽出法

（５）調 査 方 法 郵送配布・郵送回収法

（６）調 査 期 間 平成 2３年６月１日～15 日

４ 回収結果

（１）有 効 回 収 数 調査票Ａ：815 人

調査票Ｂ：814 人

（２）回 収 率 調査票Ａ：54.3％

調査票Ｂ：54.3％



５ 報告書の見方

（１） 図表中の「ｎ」（Number of Cases の略）は、各設問の回答者数のことである。

（２） 集計は、小数点第２位を四捨五入してある。したがって、数値の合計が 100.0％ちょ

うどにならない場合がある。

（３） 回答の比率（％）は、その質問の回答者数を基数として算出した。したがって、複数

回答の設問はすべての比率を合計すると 100.0％を超えることがある。

（４） 本文や図表中の選択肢表記は、語句を短縮・簡略化している場合がある。

（５） 設問によっては、平成 21 年度、19 年度、17 年度に実施した「厚木市民意識調査」

の結果と比較している。

（６） 回答者数が 30 に満たないものについては、図表に示すに留め、この報告書の中では

特に取りあげていない場合がある。

６ 標本誤差

今回の調査は、調査対象となる母集団（厚木市全域に住む満 18 歳以上の男女）から一部を

抽出した標本（サンプル）の比率等から母集団の比率等を推測する、いわゆる「標本調査」を

行っている。したがって、母集団に対する標本誤差が生じることがある。

標本誤差は次式で統計学的に得られ、①比率算出の基数（ｎ）、②回答の比率（Ｐ）に

よって誤差幅が異なる。

標本誤差＝±1.96 ×

（注） ≒１

ある設問の回答者数が 1,629 人で、その設問中のある選択肢の回答比率が 50％のとき、

その標本誤差は、±2.42％と考えてよい（つまり、回答比率は 47.58％～52.42％の間にあ

る）。

今回の調査結果の標本誤差は次表のようになる。

ｐ

ｎ（基数）

回 答 比 率

90%または

10%

80%または

20%

70%または

30%

60%または

40%
50%

1,629 票 ±1.45 ±1.93 ±2.22 ±2.37 ±2.42

1,500 票 ±1.51 ±2.02 ±2.31 ±2.47 ±2.52

1,000 票 ±1.85 ±2.47 ±2.83 ±3.03 ±3.09

500 票 ±2.63 ±3.50 ±4.01 ±4.29 ±4.38

300 票 ±3.39 ±4.52 ±5.18 ±5.54 ±5.65

100 票 ±5.88 ±7.84 ±8.98 ±9.60 ±9.80

（この表の計算式の信頼度は 95%である。）

Ｎ＝母集団数

（厚木市の満 18 歳以上人口）

ｎ＝比率算出の基数（回答者数）

ｐ＝回答の比率（％）Ｎ－１

Ｎ－ｎ

ｎ

ｐ（100－

Ｎ－１

Ｎ－ｎ



Ⅱ．回答者の属性





１ 回答者の属性

（１）性別（ア）

（２）年齢（イ）

（３）家族構成（ウ）

〔ｎ＝1,629〕

夫婦

親子（親との二世代）

親子（子との二世代）

親子孫（三世代）

一人暮らし

その他

無回答

26.3

15.2

38.6

8.8

6.8

3.1

1.3

0 10 20 30 40 （％）

20歳未満

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

無回答

〔ｎ＝1,629〕

1.5

8.2

18.7

17.5

18.8

17.9

13.1

3.5

0.7

0 10 20 （％）

〔ｎ＝1,629〕

無回答
1.1%

女性
56.3%

男性
42.6%



（４）住居形態（エ）

（５）居住地区（オ）

厚木北

厚木南

依知北

依知南

睦合北

睦合南

睦合西

荻 野

小 鮎

南毛利

南毛利南

玉 川

相 川

緑ヶ丘

森の里

無回答

〔ｎ＝1,629〕

9.3

4.6

8.0

5.7

4.2

8.3

3.9

12.1

6.8

17.6

5.2

2.3

5.2

2.7

3.5

0.7

0 5 10 15 20 （％）

〔ｎ＝1,629〕

持ち家（分譲マンション含む。）

民営借家

民営アパート（賃貸マンション含む。）

公営・ＵＲ都市機構・公社賃貸住宅

社宅・寮

借間

官公舎

その他

無回答

78.9

2.5

11.4

2.9

2.0

0.4

0.1

0.9

0.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 （％）



（６）居住年数（カ）

（７）利用駅（キ）

（８）自宅から最寄駅までの交通手段（ク）

徒歩

バス

自家用車

自転車

バイク

その他

無回答

〔ｎ＝1,629〕

21.7

53.0

15.3

6.8

1.3

0.8

1.2

0 10 20 30 40 50 60 （％）

本厚木駅

愛甲石田駅

海老名駅

厚木駅

その他

無回答

〔ｎ＝1,629〕

80.3

9.9

6.4

1.0

1.2

1.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 （％）

〔ｎ＝1,629〕

20年以上（生まれてからずっと）

20年以上（転入して以来）

10～19年（生まれてからずっと）

10～19年（転入して以来）

５～９年

３～４年

２年以下

無回答

22.6

37.8

1.6

15.5

10.4

5.5

5.8

0.9

0 10 20 30 40 （％）



（９）職業（ケ）

（10）通勤（通学）先（コ）

〔ｎ＝1,017〕

自宅

厚木市内

横浜・川崎市内

その他の県内

東京23区内

その他の都内

その他

無回答

5.7

49.6

7.3

20.9

6.1

2.2

5.2

3.0

0 10 20 30 40 50 （％）

〔ｎ＝1,629〕

農林水産業

商工自営業

自由業

教員

公務員

会社・団体の役員

販売職・サービス職・事務職

専門技術職

労務技能職

パート（フリーター含む。）

学生

主婦・主夫

無職

その他

無回答

1.2

2.6

1.4

1.8

3.3

6.1

10.6

10.7

1.7

16.1

2.4

20.7

15.7

4.7

1.2

0 10 20 30 （％）


